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正

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
二
号
）
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
八
十
七
号
（
道
路
運
送
車
両
の
保
安

基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

百
十
二

一

終
り
か
ら

十
八

一
部
を
次
の
よ
う

一
部
を
次
の
よ
う

に
改
め
、
平
成
十

に
改
め
る
。

七
年
三
月
三
十
一

日
か
ら
適
用
す
る

。

百
十
二
ペ
ー
ジ
二
段
終
わ
り
か
ら
十
行
目
か
ら
三
段
十
八
行
目
ま
で
は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

７

保
安
基
準
第
二
十
二
条
の
三
第
四
項
及
び
細
目
告
示
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
自
動
車
の
う
ち
平

成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
平
成
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の



- 2 -

規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
平
成
十
七
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
法
第
七
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
か
ら
、
用
途
、
原
動
機
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、

燃
料
の
種
類
、
軸
距
並
び
に
適
合
す
る
排
出
ガ
ス
規
制
値
以
外
に
、
型
式
を
区
別
す
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
な
い

も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
三
十
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
運
送
車
両
の

保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
別
添
三
十
三
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
六
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平

成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


